
　　　　

　　　　

　　　　

～第70回社会を明るくする運動～
　“社会を明るくする運動”とは、すべて
の国民が、犯罪や非行の防止と罪を犯し
た人たちの更生について理解を深め、そ
れぞれの立場で力を合わせ、犯罪や非行
のない安全・安心な地域社会を築こうと
する全国的な運動です。
　犯罪や非行が生まれるのは地域社会で
あり、また罪を償い更生していく場も同
じ地域社会からです。
　関係機関や団体が連携を深め、犯罪や
非行のない明るい地域づくりへの参画を
呼びかけるとともに、罪を犯した人や非
行のある少年の立ち直りを支え、安全で
安心して暮らせる地域社会づくりを進め
ていくこととしています。
◆行動目標

（１） 犯罪や非行のない安全・安心な地域
社会を築くための取組を進めよう

（２） 犯罪や非行をした人たちの立ち直り

を支えよう
◆重点事項
　犯罪や非行をした人を社会から排除・
孤立させるのではなく、再び受け入れる
ことが自然にできる「誰一人取り残さな
い」社会の実現に向け
① 出所者などの事情を理解したうえで雇

用する企業の数を増やすこと
② 帰るべき場所がないまま、刑務所から

社会に戻る人の数を減らすこと
③ 薬物依存からの回復と社会復帰を長期

的に支える地域の環境を作ること
④ 犯罪をした高齢者・障がい者などが、

社会復帰に必要な支援を受けられる環
境を作ること

⑤ 非行少年などが学びを継続できる環境
を作ること

に関係行政機関・民間団体関係者などと
の連携のもとに取り組む
◆問合せ　福祉課　☎98-5519

　第５次太子町総合計画（平成27年度～
令和７年度）の後期基本計画を策定するた
め、第１回総合計画審議会を下記のとおり
行います。

［会議名］　第１回太子町総合計画審議会
［と　き］　７月28日（火）　午前10時から
［ところ］　町立万葉ホール
［傍聴定員］　10人程度
［傍聴手続］
・ 開催予定時刻までに、受付で住所及び氏

名をご記入ください。
・受付は先着順で行います。
◆問合せ　総務政策課　☎98-0300

　町での開業・空き家の利用を促進するた
めの「太子町飲食店舗開業補助金」の交付
申請期間を延長します。
　交付申請書に必要書類を添えて観光産業
課に直接提出するか、郵送してください。
書類審査の後、プレゼンテーションを行っ
て頂きます。
　詳しくは、町ホームページをご覧になる
か、お問い合わせください。
※申請には一定の条件があります。
※ 審査の結果、補助対象にならない場合も

ありますのでご了承ください。
［申請期間］ 窓口提出：７月31日まで
※土日、祝日を除く。
　郵送：７月31日必着
◆問合せ　観光産業課　☎98-5521

　10月27日（火）に任期満了となる町議会
議員の選挙の日程が決まりました。
○告 示 日　10月20日（火）
○選挙期日　10月25日（日）
○期日前投票期間　10月21日 (水) ～24日 (土)
＜立候補者予定者説明会＞

［と　き］９月１日（火）　午後２時～
［ところ］町立万葉ホール
◆問合せ　 太子町選挙管理委員会事務局

（住民人権課内）☎98-5515

７月は社会を明るくする運動 強調月間です

太子町総合計画審議会の傍聴ができます

太子町飲食店舗開業
補助金交付申請の延長

町議会議員選挙の日程

８月中の放課後児童会の先生を募集します
職種 募集人数 主な業務内容 賃金 勤務形態 応募資格

放課後児童支援員

若干名

放課後児童会施設で
児童に遊びをつうじ
て安全保護及び生活
指導を行う業務

1,100円 
（時給）

［勤務時間］ 
・月曜日～金曜日　放課後～午後６時 
・土曜日・祝日以外の学校休校日 
　午前８時～午後６時のうち、８時間 
　以内もしくは前後半の二交代制 
※状況により時間外勤務あり。 
※交通費支給あり。

①、②、③のいずれかに該当す
る人 
①放課後児童支援員認定資格  
   研修修了者 
②保育士、社会福祉士または教  
   員免許等を有する人 
③ 実務経験（２年以上）を有す

る人

放課後児童補助員 1,000円 
（時給）

資格要件はありません

子どもの成長に関わる仕事に興味のある学生（高校生以下は不可）も歓迎します！
［申込書類］エントリーシート（写真貼付）及び応募資格要件の証明書などの写し
※申込書類は返却しません。
※エントリーシートについては、秘書課で配付します。また、町ホームページからもダウンロードできます。

［採用方法］受付終了後、書類審査、面接などにより任用の決定を行います。（面接日時については別途連絡します。）
［任用期間］８月１日（土）～31日（月）
［申込期間］７月１日（水）～15日（水）　午前９時～午後５時30分　※土、日曜日は除く。
［申込場所］役場庁舎３階　秘書課

◆問合せ　秘書課　☎98-5531
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町立山田小学校100周年記念事業
実行委員会からのお願い

　令和２年、町立山田小学校は創立100周年を迎え
ます。記念事業として様々な取り組みを行っていま
す。
○古い写真や資料などを探しています。
　100周年記念事業の一環として、記念誌の発行を
予定しています。そのための資料として、以下のよ
うな写真や資料があれば、ご提供ください。
・校舎や建物、行事など時代背景が感じられる写真
・行事に関わる古い資料
・当時使用されていた物品　など
※ 提供して頂いた写真や資料は、データ化させて頂

いた後お返しします。
　みなさまのご支援ご協力をよろしくお願いします。
◆問合せ　町立山田小学校（担当　永田）
　　　　　☎98-0049

行政書士無料相談（予約制）
　大阪府行政書士会では、行政書士による無料相談
を行います。

［と　き］７月22日（水）　午後１時30分～４時30分
［ところ］役場庁舎３階　第２・３会議室
［内　容］ 相続・遺言、成年後見制度、内容証明、離

婚、不動産の賃貸借・売買契約
※ 希望する人は平日の午前10時～午後６時の間に電

話でご予約ください。
◆申込・問合せ　大阪府行政書士会南大阪支部
　　　　　　　　無料相談担当：濱田　☎50-1110

科長神社夏祭り（山田だんじり祭り）
は中止となりました

　７月25日（土）、26日（日）に予定されていた科長神
社夏祭りは、新型コロナウイルス感染症拡大防止の
ため、中止となりました。
◆問合せ　
　観光まちづくり協会　☎21-1600

夏休み親子映画会中止
　毎年、夏休みに行っている、太子町人権協会子ど
もの人権を守る部会主催の夏休み親子映画会は、新
型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止します。
◆問合せ
　住民人権課　☎98-5515

町立図書室あつめてわくわくスタンプラリー
　昨年、大好評だったスタンプラリーを今年もやります。
　図書室へ来てスタンプを集めよう！

［と　き］７月24日（金・祝）～11月１日（日）　　［ところ］町立図書室
［対象者］未就園児～中学生
［ルール］● 図書室へ来て、利用者カードを見せれば、スタンプ１個。 

利用者カードを持ってない人は、新規登録でその日に作れ
ます。

　　　　 ● 本を１～３冊借りるとスタンプ１個。４～５冊ならスタン
プ２個。

　　　　 ●スタンプを集めると、ステキなプレゼントがあるよ。
◆問合せ　町立図書室　☎98-5526
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ひ と の う ご き
� （　）内は前月比

�人　口�13,261人人（－21）� 転入 18人
� 男� 6,512人人（－13）� 転出 33人
� 女� 6,749人人（－ 8）� 出生 3人
�世帯数� 5,538世帯（－ 7）� 死亡�  8人
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　「料理は楽しく、おいしく、健康に」をテーマに、太子町食生活改善推進協議会「若
芽会」と、管理栄養士の作った健康レシピ集のホームページが公開されました。
　トマト缶とさば缶を使用した栄養たっぷりのレシピや、豆乳、味噌、コンソメをベ
ースにした減塩スープのレシピの他、手作りお菓子では、たまごを使わないクッキー
や、昔ながらのプリンなど、健康とおいしさのバランスが考えられたレシピが、これ
からも増えていく予定です。晩ごはんのおかずに困ったときにも、ぜひ、ご活用くだ
さい。
　ホームページには、管理栄養士のおすすめポイントだけでなく、住民のみなさまが
実際に作って食べてみたコメントなども載っています。ぜひ、ご覧ください。

【アクセス方法】
１．町ホームページにアクセス
２．今月の健康情報をクリック
３． 太子町食生活改善推進協議会「若芽会」と管理栄養士の健康レ

シピ、または、右記ＱＲコードからご覧ください。
◆問合せ　健康増進課　☎98-5520

　新型コロナウイルス感染症の感染拡大にともなう、マスクの品薄対策として、町で
は下記の対象者に布製（洗えるフェルト）マスクを配布します。

［対　象］
●町内在住の易感染状態の人（病気にかかりやすい状態になっていること。）
●下記のような疾患や治療中の人

・先天性免疫不全
・先天性免疫不全症候群
・ステロイドや免疫抑制剤治療中の人
・抗がん剤治療中の人
・白血病
・その他血液疾患の人

［申　込］
　服用中の薬などが分かる書類をお手元にご準備頂き、ご連絡ください。
◆申込・問合せ　健康増進課　☎98-5520

食生活改善推進協議会「若芽会」と管理栄養士の健康レシピ集ができました

手作り布マスクの配布

［と　き］７月17日（金）午前10時～正午
午後１時～４時

［ところ］町立保健センター
　私たちの体は、異物が体内に侵入してきた時は激しく防御し
ます。輸血には同じ血液型の血液を使用するのはこのためです
が、同じ血液型といっても実は一人ひとり微妙に異なり、同型
であっても何人もの血液を輸血することは必ずしもベストでは
ありません。
　400ml 献血は200ml 献血と同様にすべての血液成分を頂く
献血方法ですが、患者さんが輸血をうける場合、200ml 献血
に比べて半分の人数の献血者から頂く血液ですみ、輸血による
感染症や副作用を少なくすることができます。
　ぜひ、400ml 献血にご協力ください。

［対　象］男性：17歳～69歳
女性：18歳～69歳

※�ただし、65歳～69歳までの人は、60歳～64歳までに献血の
経験がある人に限られます。

※男女とも体重50kg 以上。
［１年に献血できる回数］男性：３回以内（1,200ml 以内）

女性：２回以内（800ml 以内）

［献血の間隔］男性：12週間後の同じ曜日
女性：16週間後の同じ曜日

　なお、次に該当する人は、献血をご遠慮頂く場合があります
のでご注意ください。
・�当日の体調不良、服薬中、発熱などの人、出血をともなう歯
科治療（歯石除去を除く）を受けた人

・一定期間内に予防接種を受けた人
・６か月以内にピアスの穴をあけた人
・外傷のある人（傷の状態によります）
・動物にかまれた人
・�特定の病気にかかったことのある人（心臓病、悪性腫瘍、け
いれん性疾患、血液疾患、ぜんそく、脳卒中など）

・海外旅行者や海外で暮らしたことのある人
・輸血暦・臓器移植暦のある人
・妊娠中・授乳中の人
など。採血基準は、献血にご協力頂ける人の健康を保護するた
めに、国が定めたもので、採血の実施は、問診結果などを踏ま
えて総合的に判断されます。
詳しくは、お問い合わせください。

◆問合せ　健康増進課　☎98-5520

とくとく集団健診　予約受付中
申し込みをお忘れなく

　８月23日（日）～25日（火）、８月27日
（木）～29日（土）までの６日間、町立万葉
ホールで行う「とくとく健診」の予約の
受付が10日（金）まで延期されました。ま
だ申込みをされていない人は、お急ぎく
ださい。
　詳しくは、お問い合わせください。

［予約受付専用電話番号］
☎98-5167
　午前９時～午後５時まで（土日除く）
※定員になり次第締め切ります。
◆問合せ　健康増進課　☎98-5520
　　　　　保険医療課　☎98-5516

おうちでプレママ・パパ体験
（妊婦とその家族の訪問支援）

　新型コロナウイルス感染症の影響で医
療機関での両親教室が中止になるなど、
妊婦さんやその家族への不安や負担は大
きくなっています。
　無事に出産・育児をするためには、妊
娠中からの準備や出産後のイメージなど
がとても重要です。町でも年３回プレマ
マ・パパ教室を行っていますが、時期が
合わない人や個別で様々なことを聞きた
いという人などには、助産師や保健師が
訪問して支援を行います。
　ご希望の人は下記へお申込みください。

［内容］・沐浴、お着替え体験
・ 赤ちゃんが泣いたときのあやし

方
・パパの妊婦体験　など

［費用］無料
◆問合せ　健康増進課　☎98-5520

の中の数字は、たいしくんスマイルのスマイル（ポイント）数です。

400㎖献血へのご協力をお願いします
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みなさまの命を守るために、
みなさまと一緒に、今できること

　町では、新型コロナウイルスの感染陽性者の報告は未だにあ
りませんが、いつ誰が感染するかがわからない状況が、今後も
長期間続くと予想されています。
　みなさまの手洗い、うがい、咳エチケットや、人との接触を
減らす努力が、成果を出せたということは、一つ安心できるこ
とではありますが、今後の第２波・３波を考えますと、抗体を
持たない地域でもありますので、容易に感染が拡大する可能性
があると考えています。
　そこで、気を付けておきたいことがあります。
　今はマスクを着用せずに外を歩いていると、少し注目をされ
たり、近くをすれ違う時によけたりと、感染に対する不安を強
く持たれている人が多いと感じます。
　もし発熱や咳などをともなう体調不良となった際に、感染し
たことを怖がり、適切な行動ができずに、医療機関への受診が
遅れてしまわないよう、感染が疑われた際には、速やかに受診
してください。
　地域のだれもが感染する可能性がありますので、感染者を特

定しようとしたり非難するような行為をしないように、日頃か
ら配慮あるこころを持ち、気を付けましょう。
　また、この困難な時期に、こころが不安定になったり、生活
についての悩みから、普段とは違う思いやイラだちなどで、少
し苦しくなっている人は、相談窓口に相談することをお勧めし
ます。
○�みなさまの命を守るために、みなさまと一緒に今できること
は、今後も感染予防対策を継続し、優しい心で地域や人を見
守り、相談できる先や窓口を見つけておくことです。

【相談窓口】
・町立保健センター：☎98-5520
・よりそいホットライン：☎0120-279-338
・DV相談ナビ　☎0570-0-55210
・児童相談所虐待対応ダイアル「189」
・SNSなどによる相談：LINE、Twitter、
　Facebook

◆問合せ　健康増進課　☎98-5520

富田林保健所では、腸内細菌検査なども行っています。

種　　類 実施日時 備　考
こ こ ろ の 健 康 相 談

☎23-2684（富）
月～金（年末年始、祝日を除く）
₉：00～12：15／13：00～17：45 予約制

エイズに関する相談
☎23-2683（富）

月～金（年末年始、祝日を除く）
₉：30～12：15／13：00～17：00 電話相談も可能

骨髄移植対策推進事業
骨髄バンクドナー登録

☎23-2684（富）
第１水曜日（年末年始、祝日を除く）
11：00～12：15 予約制

飲用水・井戸水検査
☎072-952-6165（藤）

₇月₆日（月） 
₇月27日（月）

予約制
検査手数料が必要

医療機関に関する相談
☎23-2681（富）

月～金（年末年始、祝日を除く）
₉：00～12：15／13：00～17：30

種　　類 対象児 実　施　日 内　　　　　容

１ 歳 ６ か 月 児 健 診 平成30年11～12月生まれ ₇月10日（金） 対象者には案内通知します

種　　類 実施日時 内　　容

保健師・栄養士
による健康相談

₇月17日（金）
13：30～16：30

（予約制）

生活習慣病予防
や疾病予防・介
護予防に関する
ご相談を、お受け
します。お気軽に
ご相談ください。

（要予約）

種　　　類 実施日 実施時間 内　　　　　容
町内ウォーキング ₇月６日（月）

₉：30～

町内の３㎞、または、６㎞のウォーキングコースを歩きます。
町立保健センター集合。雨天中止（判断に迷う場合は保健
センターまでご確認ください）。
ストック貸出有。
※水分補給のため、飲み物をご持参ください。
※マスク着用をお願いします。

ストックウォーキング ₇月21日（火）

●健康と笑顔のＷＡプロジェクト

富田林保健所・藤井寺保健所

●母子保健 ★ かならず母子手帳を
お持ちください。

町立保健センター（２階すこやかホール）場所

場所・問合せ

●健康づくり

●健康相談 町立保健センター場所

　　　　健康増進課（保健センター内）　　
　　　　　　　　　☎98ー5520
　富田林保健所　　☎23ー2681

消防署では、午後8時～翌朝8時まで、救急診療の当番病院
を紹介し、場合によっては救急車での搬送を行います。
※土曜・日曜・祝日・年末年始は午後4時～翌朝8時

　病院に行ったらいいの？救急車を呼んだ
方がいいの？応急手当の仕方が分からない。
など、救急医療相談を「医師」「看護師」「相
談員」が24時間受け付けます。
《緊急時は迷わず119番へ》

　夜間の子どもの急病時、病院に行った方
がよいかどうか判断に迷ったときは、お電
話ください。｢ こどもの救急」ホームペー
ジ（http://kodomo－qq.jp/）でも、受診
判断の目安となる情報を掲載していますの
で活用してください。

【午後8時～翌朝8時】
☎＃8000

（携帯電話・固定電話（プッシュ回線））

☎06－6765－3650
（固定電話（ＩＰ・ダイヤル回線など))

【24時間・365日】
☎＃7119

（携帯電話・固定電話（プッシュ回線））

☎06－6582－7119
（固定電話（ＩＰ・ダイヤル回線など))

富田林市消防署
☎23－9919

小児科

休　　日
急病診療

急　　病
診療紹介

救急医療
相談窓口

大 阪 府
小児救急
電話相談

内科・歯科

種類 診療場所 診療日 受付時間
休日診療所 ☎28－1333
富田林市向陽台1－3－38 日 曜 日

祝　　日
年末年始

午前9時～11時30分
午後1時～ 3 時30分
※ 歯科については午前
のみ。

富田林病院 ☎29－1121
富田林市向陽台1－3－36
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　前年の所得などが確定したことを受け、65歳以上の人（第１号被保険者）にご負担頂く令和２年度の介護保険料が決定しましたので、
介護保険料納付通知書を送付します。
　徴収方法により、通知内容が異なりますのでご注意ください。

■特別徴収
　 年金（国民、厚生、共済など）の受給額が年間18万円以上で、年金を受給される時にあらかじめ介護保険料が差し引かれる人。…「介

護保険料納付通知書」を送付します。
　※納付方法が変更となる場合は、更正通知書で改めてお知らせします。

■普通徴収
　 年金受給額が年間18万円未満の人、年度途中で65歳になられた人、または、転入された人で、納付書や口座振替により納付して頂

く人。
　　○納付書の人…「介護保険料納付通知書」と「納付書」を送付します。
　　○口座振替の人…「介護保険料納付通知書」を送付します。

令和２年度　介護保険料　納付通知書を送付します

《一人ひとりの保険料額は…》
　町での介護保険の運営にかかる費用総額（利用者負担分を除く）の約23％分に応じて基準額が決まります。
　この基準額をもとにして、低所得の人に過重な負担とならないよう、下表のとおり所得段階別（12段階）に算
定されます。

※ 合計所得金額とは、収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前
の金額です。 

※ 課税年金収入額とは、国民年金・厚生年金・共済年金などの課税対象となる年金収入のことです。なお、障がい年金・遺族年金・老
齢福祉年金などは含まれません。

※ 皆さんから納められた保険料は、介護サービス費用の保険給付分など、介護保険を運営するための大切な財源となります。いつまで
も住み慣れた太子町で安心して暮らして頂くために、これからも介護保険制度にご理解とご協力をお願いします。

◆問合せ　高齢介護課　☎98-5538

所　　　　得　　　　段　　　　階 算定方法 保険料額（年額）

第１段階
生活保護の受給者、老齢福祉年金の受給者で世帯全員が住民税非課
税の人及び、世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入と合計所得
金額の合計が80万円以下の人

基準額×0.3 22,140円

第２段階
本人及び世帯全員が
住民税非課税の人

合計所得金額と課税年金収入額の合計額
が年額80万円超120万円以下の人 基準額×0.47 34,690円

第３段階 合計所得金額と課税年金収入額の合計額
が年額120万円超の人 基準額×0.7 51,660円

第４段階 本人が住民税非課税で
世帯の中に住民税課税者

がいる人

合計所得金額と課税年金収入額の合計額
が年額80万円以下の人 基準額×0.90 66,420円

第５段階 合計所得金額と課税年金収入額の合計額
が年額80万円超の人 基準額×1.0 73,800円

第６段階 本人が住民税課税で合計所得金額が120万円未満の人 基準額×1.2 88,560円

第７段階 本人が住民税課税で合計所得金額が120万円以上200万円未満の人 基準額×1.3 95,940円

第８段階 本人が住民税課税で合計所得金額が200万円以上300万円未満の人 基準額×1.5 110,700円

第９段階 本人が住民税課税で合計所得金額が300万円以上400万円未満の人 基準額×1.68 123,990円

第10段階 本人が住民税課税で合計所得金額が400万円以上600万円未満の人 基準額×1.75 129,150円

第11段階 本人が住民税課税で合計所得金額が600万円以上800万円未満の人 基準額×1.85 136,530円

第12段階 本人が住民税課税で合計所得金額が800万円以上の人 基準額×1.95 143,910円
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後期高齢者医療被保険者証が変わります

交流サロンをご存じですか？交流サロンに楽しく参加しましょう
　町では、身近で気軽に集まることができ、担い手として活動する場をつくることを支援しています。交流サロンは町内に８か所
あり、誰でも参加できます。
　集うことで、社会的孤立感も解消し、楽しみや生きがい、趣味活動につながったり、ちょっとした日常生活の困りごとに対する
お互いさまの助け合いも生まれます。

交流サロン名 場　　所 時　　間 月 火 水 木 金 土
寿喜菜の会（※） 春日1733 午後1時～3時 ●
桜草クラブ いわき台集会所 午後1時～3時 ●
ふたかみ 山田207-2 午後1時30分～3時30分 ● ●

きたじりさんち 春日98-377 午後2時～4時 ● ☆
布遊び工房（※） 太子1655 午後2時～4時 ● ●

朝子庵 山田2770 午前10時～午後2時 ● ●
太子さんさん 太子集会所 午前10時～午後1時 ● ●
にじいろはうす 山田集会所 午後2時30分～4時30分 ● ☆

●来所時には、検温、マスク着用、手指消毒、３密（密閉、密集、密接）を避けて、感染予防に努めましょう。
※の２か所は、サロン以外でも他の曜日・時間帯で開所されています。詳しくは、お問い合わせください。
☆の「きたじりさんち」は第３・４金曜日はありません。「にじいろはうす」は第2・4土曜日　午後7時～9時です。
◆問合せ　地域包括支援センター（高齢介護課）☎98-5538

　75歳以上の皆さんがご加入の後期高齢者医療保険では、８
月から「後期高齢者医療被保険者証」が“薄緑色”に変わります。
　新しい被保険者証は、７月下旬までに送付します。有効期限
は、令和３年７月31日までの１年間です。
　新しい被保険者証（薄緑色）は、お手元に届いたときからご
使用頂けます。
　また、現在お持ちの被保険者証（橙色）の有効期限は、７月
31日までとなっており、それ以後はご使用になれませんので、
保険医療課へ返却するか、ご自身で破棄してください。
○保険医療機関などでの自己負担割合
　医療機関での自己負担割合は、「一般の人は１割」、「現役並
み所得者は３割」となります。
　自己負担割合は、毎年８月１日に、当該年度（４月から７月
までは前年度）の住民税が課税される所得額（各種所得控除後
の所得額）により判定します。
○現役並み所得者の判定
　同一世帯に令和２年度の住民税が課税される所得額（各種所
得控除後の所得額）が145万円以上ある後期高齢者医療制度
の被保険者がいる場合は、すべての被保険者が現役並み所得者
として３割負担となります。
※�詳しくは、「後期高齢者医療制度のしおり（お医者さんにか
かるとき）」をご覧ください。
○後期高齢者医療保険料の決定
　令和２年度の後期高齢者医療保険料の決定（本算定）にとも
ない、被保険者の皆さんに保険料額決定通知書及び納入通知書
を送付しますので、内容をご確認ください。

　保険料の納入方法は、年金から直接納めて頂く「特別徴収」と、
口座振替や納付書等で納めて頂く「普通徴収」の２通りに分か
れます。
　また、年度途中に被保険者となられた人は、資格を取得した
月から月割で保険料を納めて頂きます。
※�「特別徴収（年金からのお支払い）」を口座振替に変更する
ことができます。希望される人は、手続きが必要ですのでご
相談ください。（後期高齢者医療保険料は、所得税や住民税
の社会保険料控除の対象となりますが、特別徴収（年金から
のお支払い）でお支払いされた場合、天引きされた年金の受
給者が控除の対象となります。口座振替に変更された場合は、
その振替口座をお持ちの人が控除の対象となり、これにより
所得税や住民税の額が変わる場合があります）。
◆問合せ
◎制度全般に関すること
　　大阪府後期高齢者医療広域連合事務局
　　保険料、被保険者資格、被保険者証などに関すること
　　資格管理課　☎06-4790-2028
　　�給付事務、保健事業（健康診査など）、医療費通知、レセ

プト点検に関すること
　　給付課　☎06-4790-2031
　　�事務局庶務、予算編成・経理、広域連合議会、広報広聴に

関すること
　　総務企画課　☎06-4790-2029
◎保険料の納付、その他各種届出に関すること
　　保険医療課　☎98-5516

　太子町高齢者情報局は、「高齢者の暮らしに必要な情報や
太子町からのお知らせを提供します。
　皆さん、いかがお過ごしですか。
　今回は、『交流サロンをご存じですか？交流サロンに楽し
く参加しましょう』『後期高齢者医療被保険者証が変わりま
す』をお届けします。

令 和 2 年 7 月 号
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子育て応援ナビ
予約制での子育て広場事業

　新型コロナウイルス感染症の影響で、子育て広場事業「ひなたぼっこ（子育て支援
センター）、おひさまひろば、すこやかホール解放」を予約制で行う方法に変更します。
　感染拡大防止のため、ご理解・ご協力をお願いします。
　なお、今後の情勢により、通常どおりの開所となる場合や、中止する場合がありま
すので、ご了承ください。
　詳しくは、町ホームページをご覧頂くか、お問い合わせください。

赤ちゃんの事故予防
～おっと危ない！～

　７月の「赤ちゃん会ぷらす・イベント
デー」では、乳幼児の事故予防について、
参加者みんなで楽しく学びます。

［と　き］７月15日（水）
　　　　①午前９時30分～10時30分
　　　　②午前10時30分～11時30分
※①②ともに同じ内容の講座になります。

［ところ］町立保健センター
［対　象］ １歳６か月までの子どもがい

る保護者の人
［内　容］乳幼児の事故予防

熱性けいれんの時の対応
［定　員］各回４人
［費　用］無料
［申　込］ ７月13日（月）　午前9時～正午

の間にお申込みください。
※�定員に達しない場合は、予約受付日以
外にも予約を取ることができます。

◆申込・問合せ
　健康増進課　☎98-5520

新入学就学相談
　来春の入学に向けて、就学相談を行い
ます。不安に思っていることなど、就学
についてお悩みの人は、ぜひ、ご相談く
ださい。

［と　き］７月20日（月）～８月31日（月）
午前９時～午後５時

※土日、祝日を除く。
［ところ］教育総務課
※�来庁される人は、事前に必ず電話でお
問い合わせください。また、電話での
ご相談も受け付けます。

※�通常の教育相談は随時受け付けていま
す。特に就学のことで不安に思ってい
る人は、ぜひ、ご相談ください。

◆問合せ　教育総務課　☎98-5533

ひとり親家庭などの出張相談窓口
　ひとり親家庭の皆さんに対して、就
業や生活、子育てなどについての相談や
情報提供などの支援を行うため、専任職
員による出張相談窓口を開設します。
　また、富田林子ども家庭センターでは
随時、母子・父子自立支援員が面接、ま
たは、電話で相談に応じています。

［と　き］７月６日（月）
午後２時～４時

［ところ］役場庁舎１階　相談室２
◆問合せ　子育て支援課　☎98-5596
　　　　　富田林子ども家庭センター
　　　　　生活福祉課　　☎25-1131

【ひなたぼっこ】
［と　き］毎週月曜日～金曜日

※祝日を除く。
①午前10時～正午
②午後１時～３時

［ところ］�やわらぎ保育園内子育て支援
ルーム

［対　象］未就園児と保護者
［定　員］各時間親子２組
［申　込］やわらぎ子育て支援センター
※�７月22日（水）の午後のみお休みとな
ります。

【おひさまひろば】
［と　き］ ７月３日、10日、17日、31日

各金曜日
①午前９時30分～11時30分
②午後１時30分～３時30分

［ところ］ 町立幼稚園２階　おひさまひ
ろば

［対　象］未就園児と保護者
［定　員］各時間親子２組
［申　込］子育て支援課

【赤ちゃん会】
［と　き］７月１日、15日、29日

各水曜日
①午前９時30分～11時30分

［ところ］ 町立保健センター２階　すこ
やかホール

［対　象］１歳半までの子どもと保護者
［定　員］親子４組
［申　込］健康増進課

【すこやかホール開放】
［と　き］７月８日、22日（水）

午前９時30分～11時30分
［ところ］ 町立保健センター２階　すこ

やかホール
［対　象］未就園児と保護者
［定　員］親子４組
［申　込］子育て支援課
■予約方法
・�毎週月曜日午前９時～正午の間に申込
先にお申込みください。

・�お電話を頂いた週の予約を取ります。
・申込多数の場合は、抽選とします。
・�抽選に漏れた人は、次週以降の予約を
優先的にお取りします。

・�その週の定員に達しない場合は、予約
受付日以外にも予約を取ることができ
ます。

・�２回目以降の予約は、利用日を過ぎた
次の予約日から予約を取ることができ
ます。

■注意事項
・�新型コロナウイルス感染症の状況によ
り、中止になる場合があります。

・�発熱、咳、喉の痛みなどの体調不良が
ある場合は利用できません。

・できるだけマスクをお持ちください。
・着替え、お茶などをお持ちください。
◆申込・問合せ
　やわらぎ子育て支援センター
　☎98-1435もしくは080-4239-1402
　子育て支援課　☎98-5596
　健康増進課　☎98-5520

こんぺいとう広場
　こんぺいとう広場では、松の木保育園・
やわらぎ幼稚園で園庭開放を行っていま
す。

［と　き］
○松の木保育園　　７月９日（木）
○やわらぎ幼稚園　７月15日（水）
　開放時間：午前９時45分～11時

［対　象］ １歳～４歳未満のお子さんと
保護者

［内　容］各園へお問い合わせください。

※�着替え、水筒（お茶）、タオルなどを
お持ちください。

※�おもちゃ、お菓子は持ってこないでく
ださい。

※予約不要。
※車での来園はご遠慮ください。
◆問合せ
　 松の木保育園　　☎98-2882 

やわらぎ幼稚園　☎98-1402 
子育て支援課　　☎98-5596

33
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環　　境環　　境

　
ごみの出し方

●�もえるごみを出す場合は、「もえるご
み専用シール」を、30㍑のごみ袋には
１枚、45㍑のごみ袋には ２枚貼ってく
ださい。

※�ごみシール貼付け不要期間は ６ 月のみ
です。７月以降は、シールを貼ってい
ないものは収集できませんのでご注意
ください。
●�粗大ごみを出す場合は、「粗大ごみ専
用シール」を貼ってください。
●�有効期限切れの「ごみシール」を貼っ
て出されたごみは収集できませんの
で、ごみシールの有効期限を確認の上、
出してください。
●�推奨ごみ袋（30㍑青色半透明、45㍑白
色半透明）に入れて出してください。
●�必ず収集日を確認し、決められた場所
に出してください。（ごみ収集日程表
や毎月の広報太子をご確認ください）。
●�カン、ビン、ペットボトル、プラスチッ
ク製容器包装の中に生ごみ、紙くず類
などの異物を混入しないでください。
●�収集できないごみ（次のごみは収集し
ません。絶対に出さないでください。）
エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機、
衣類乾燥機、パソコン、タイヤ、バッ
テリー、消火器、廃油、農薬、薬品、
塗料、プロパンなどのボンベ類、コン
クリート、ブロック、レンガ、土砂、
耐火金庫、オイルヒーター、産業廃棄
物、ピアノ、パレット、スプリング入
りマットレス、危険物、著しい悪臭を
発するもの
●�ごみは収集日の当日、午前 ７時までに
出してください。

★お願い
　カン・ペットボトルなどの資源ごみの
売却費用は、町の貴重な財源の一部にな
ります。再生しやすいように水洗いをし、
勝手な持ち去りを防止するためにも、必
ず当日の朝に出してください。ご協力を
お願いします。
◆問合せ
　生活環境課　☎98-5522

　
狂犬病予防注射

　令和 ２年度の狂犬病予防集合注射は、
新型コロナウイルス感染症予防のため中
止となりました。
　集合注射会場での狂犬病予防注射を予
定されていた飼い主のみなさまは、かか
りつけの動物病院などで個別に受けてく
ださい（注射料金は動物病院によって異
なります）。
　注射を受けた後、獣医師発行の「狂犬
病予防注射済証」と、町から送付された
「狂犬病予防注射済票交付手数料領収書」
の用紙があれば持参し、生活環境課で注
射済票の交付を受けてください（注射済
票交付手数料550円）。
◆問合せ
　生活環境課　☎98-5522

催　　し催　　し

　
花の文化園　 ７月イベント

■植物園ナイトツアー
　昼と夜では花や葉の色が違う雰囲気に
見えたり、寝ぼけ顔の植物やパッチリ目
が覚めている植物がいたり、普段見るこ
とができない植物の魅力を再発見する大
チャンスです。ちょっと特別な夜の植物
園探検にぜひ花の文化園へお越しくださ
い。
［と　き］�
７ 月２3日（木・祝）、２4日（金・祝）、
２5日（土）、２6日（日）
※�要予約。詳しくは、花の文化園ホーム
ページをご確認ください。
■花の文化園
　 ７ 月の開園時間：午前 ９時30分～
　午後 5時（入園は閉園の １時間前まで）
　〔７月の入園料〕
　　大人540円
　　高校生２２0円
　　中学生以下無料
◆問合せ　大阪府立花の文化園
　　　　　☎６3-8７39

７月１日からレジ袋有料化がスタートします
　プラスチックは、非常に便利な素材で、あらゆる分野で私たちの生活に貢献して
いますが、廃棄物の発生や海洋プラスチックごみなどの課題があります。
　使い捨てプラスチックであるレジ袋の使用を抑制するため、７月
１日から、全国すべての小売店で、レジ袋の有料化が始まります。
　マイバッグを常時携帯したり、不要なレジ袋をもらわないように
するなど、レジ袋の削減にご協力をお願いします。
◆問合せ
　レジ袋の有料化に関する相談窓口
　（月～金・午前 9時～午後 ６時15分）
　事業者向け　☎05７0-000930
　消費者向け　☎05７0-080180

収　集　日

　の
「
し
尿
」
収
集
日

　の
「
ゴ
ミ
」
収
集
日

種　　　類 種　　　類 収　　　　集　　　　日

もえるゴミ

粗 大 ゴ ミ
ビン・カン混合
金　属　類
ペットボトル
プラスチック製
容器包装　　　

7月 7月

※ごみは、必ず収集日の当日、午前７時までに出してください。
※生ごみは、しっかり水分を切ってから出してください。

※粗大ごみで袋に入れて出される場合も、半透明のごみ袋を使用して
　ください。くれぐれも黒色のごみ袋は使用しないでください。

6日（月）

6日（月）

20日（月）

小　　型

一　　般

2回取り

３日・７日・10日・14日・17日・21日・24日
28日・31日
８日・22日
13日・27日
１日・15日
９日・23日
２日・16日

（毎週火・金曜日）
（第２・第４水曜日）
（第２・第４月曜日）
（第１・第３水曜日）
（第２・第４木曜日）
（第１・第３木曜日）
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交通安全交通安全

　
安全運転をお願いします

　最近、子どもや高齢者が関係する交通
事故が増えています。
　子どもは突然行動することがあるので、
運転時には、常に子どもの動きに注意し、
交差点では安全確認をしましょう。
　また、子どもには道路で遊んではいけ
ないことを教えましょう。
　ドライバーの皆さんは、歩行中や自転
車に乗っている子ども・高齢者を見かけ
た場合、スピードを落とし、思いやりの
ある運転をお願いします。
　また、高齢者の死亡事故の原因は、自
転車乗車中に被害に遭われるケースが目
立ちます。自転車に乗るときは運転に集
中し、急な進路変更などは大変危険なの
で、絶対にやめましょう。進路変更をす
るときは、必ず後方確認をしましょう。
◆問合せ
　危機管理課　☎98-5525

選　　挙選　　挙

　

第７2回明るい選挙啓発ポス
ターコンクール作品募集

［内　容］�
　�明るい選挙を呼びかけるポスターを描
いてください。

［応募資格］�
　�小学校、中学校、高等学校、特別支援
　学校の児童、生徒
［締　切］�
　 ９月１１日（金）
［提　出］�
　太子町選挙管理委員会

　※�必ず作品の裏（右下）に学校名、学
年、氏名（ふりがな）をご記入くだ
さい。

［画　材］�
　�描画材料・色彩は自由（紙や布など、
絵の具材料だけに限りません。）

［大きさ］�
　�54２㎜×38２㎜（四ツ切）、38２㎜×２７１
㎜（八ツ切）もしくはそれに準じる大
きさ

［審　査］�
　太子町選挙管理委員会で第 １次審査を
行います。第 １次審査で選出された作品
について、大阪府選挙管理委員会が第 ２
次審査を行います。第 ２次審査提出作品
の中から、第 3次審査（中央審査）に出
品します。
［表彰及び作品の活用］�
　第 ２次審査に入選した作品の応募者に
は、賞状を贈ります。
　なお、入選作品は南河内府民センター
ビルで行うポスター展での展示や大阪府
選挙管理委員会のホームページへの掲載
など、明るい選挙の推進に役立てます。
［発　表］�
　第 ２次審査の結果は１0月上旬に、第 3
次審査の結果は１１月上旬に発表します。
◆問合せ
　太子町選挙管理委員会（住民人権課内）
　☎98-5515

暮　ら　し暮　ら　し

　

セアカゴケグモにご注意く
ださい！

　セアカゴケグモは、大阪府内全域に生
息が確認されており、毎年 3件程度、セ
アカゴケグモにかまれる事例が府内で発
生しています。
　被害を防ぐため、庭で作業などをする

場合は次の点にご注意ください。
・�巣の材料となる落ち葉などは、こまめ
に掃除する。
・�草ひきなど庭を手入れする場合は、軍
手などを着用する。
・�庭やベランダに放置しているサンダル
などを履く前に、セアカゴケグモがい
ないか確認する。
・�靴下を履くなど、素足での作業は控え
る。
・�屋外に干した洗濯物などを取り込む際
は、セアカゴケグモが付着していない
か確認する。
セアカゴケグモについて
●形態
　�体長はオスが 3mm、メスが１0mm程
度です。メスは全体に黒く、背に赤色
の帯状の模様があるのが特徴です。
●生息場所
　�日当たりがよく暖かい場所を好み、排
水溝の側面やふたの裏、花壇まわりの
ブロックのくぼみや穴、プランターと
壁とのすき間、うつ伏せの空の植木鉢
の中などでよく発見されます。
　�また、動きの鈍くなる冬期は、自動販
売機の裏やエアコン室外機の裏など、
暖かい場所にひそんでいます。
●生態・駆除
　�強い毒を持っていますが、攻撃性のな
いおとなしいクモです。
　�素手でさわらない限り、かまれること
はありません。
　�万が一かまれた場合は、傷口を流水で
洗い、できるだけ早く病院に行って治
療を受けましょう。
　�適切な治療のため、病院にかまれたク
モを殺してお持ちください。
　�クモに直接、市販の家庭用殺虫剤（ゴ
キブリ用ピレスロイド系）を噴霧すれ
ば駆除できます。

◆問合せ
　生活環境課　☎98-5522

　月
の
相
談

種　　　類 日　　　程 時　　　間 問い合わせ先場　　　所

7 消　　費　　者※１

教育

人　　　　　　権※2

就　　　　　　　労

心 　 配 　 ご 　 と

（いじめ110番・進路）

 平日の（月）～（金）

 平日の（月）～（金）

10日（金）・27日（月）

9：00～16：00

9：00～17：00

13：30～15：00

富田林市消費生活センター
☎25－1000（内線186）
教 育 総 務 課
☎98－5533
住 民 人 権 課
☎98－5515
観 光 産 業 課
☎98－5521
社会福祉協議会
☎98－1311

※1　消費者相談は正午～午後1時までの間、対応できません。　※2　人権相談は、河南町・千早赤阪村役場での相談も可能です。

富 田 林 市 役 所

教 育 委 員 会

住 民 人 権 課

観 光 産 業 課

役場1階第2相談室
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介　　護介　　護

　
お達者健康講座

　新型コロナウイルス感染症の流行によ
り、日頃から規則正しい生活を心がけて、
免疫力を高めておくことが注目されてい
ます。
　これからも元気に過ごすために、「免
疫力を高める」食事や生活習慣について、
この機会にぜひ、考えてみませんか。
　お気軽にご参加ください。
［と　き］
７ 月２8日（火）
午後 １時～ １時50分（会場は ２階）
午後 ２時～ ２時50分（会場は １階）
［ところ］
町立総合福祉センター
１階、または、 ２階
［内　容］
講話「免疫力を高めよう！」
※�午後１時と午後２時からの内容は同じ
です。

［参加費］
無料
※�町コミュニティバス（あずき色）をご
利用下さい。

◆問合せ　
　地域包括支援センター（高齢介護課）
　☎98-5538
　健康増進課　☎98-5520

　

後期高齢者医療限度額適用・標準負担額
減額認定証、限度額適用認定証の更新

　後期高齢者医療限度額適用・標準負担
額減額認定証（以下「減額証」という。）、
後期高齢者医療限度額適用認定証（以下
「限度証」という。）は、医療機関の窓口
で提示すると、医療費、食事代の負担が
軽減されるもので、減額証は住民税非課
税世帯（低所得Ⅱ、Ⅰ）に属する被保険
者、限度証は現役並み所得者区分Ⅱ、Ⅰ
の被保険者が対象となり、申請による交
付を行っています。
　現在、有効期間が令和 ２年 ７月3１日ま
でとなっている減額証、限度証をお持ち
で、引き続き 8月 １日からも住民税非課
税世帯、現役並み所得者区分Ⅱ、Ⅰに属
する被保険者には、新しい減額証、限度
証を ７月下旬に送付する予定です。

　詳しくは、お問い合せください。
◆問合せ　大阪府後期高齢者医療広域連
　合給付課　　☎0６-4７90-2031
　保健医療課　☎98-551６

　

介護保険負担割合証を送付
します

　今お持ちの「介護保険負担割合証」の
有効期限が ７月末までで切れるため、新
しい負担割合証を、町から要介護（要支
援）認定者及び事業対象者の人全員に送
付します。
　 8 月 １ 日以降、介護サービスなどを利
用される際には、負担割合証を速やかに
ご利用のサービス事業所などへ提示して
ください。
◆問合せ　高齢介護課　☎98-5538

年　　金年　　金

　
国民年金基金

　国民年金基金は、自営業者やフリーラ
ンスなど国民年金の第 １号被保険者の
方々が安心して老後を過ごせるように、
老齢基礎年金（国民年金）にゆとりをプ
ラスする公的な年金制度です。
　60歳以上65歳未満の人や海外に居住さ
れている人で国民年金に任意加入されて
いる人もご加入頂けます。
◆問合せ　全国国民年金基金大阪支部
　　　　　☎0120-６5-4192

　

国民年金保険料免除・納付猶予・学生
納付特例申請はお済みですか？

　所得が少なく、国民年金保険料を納め
ることが困難な人については、免除や猶
予制度を利用することができます。
　令和 ２年度の国民年金保険料免除・納
付猶予の申請受付が ７月より開始されま
す。また、過去 ２年 １か月の未納期間分
についての申請も可能です。
　また、新型コロナウイルス感染症の影
響により収入源となる業務の喪失や売り
上げの減少などが生じて所得が相当程度
まで下がった場合は、臨時特例措置とし
て本人申告の所得見込額を用いた簡易な
手続きにより、国民年金保険料免除申請・
学生納付特例申請が可能です。

　郵送による申請も受け付けますので下
記までお問い合わせください。
※�退職者、震災・風水害等の被災者の人
は所得に関係なく該当する場合があり
ますので、ご相談ください。

◆問合せ　�ねんきん加入者ダイヤル�
☎05７0-003-004�
天王寺年金事務所�
☎0６-６７７2-７531�
保険医療課�
☎98-551６

農　　業農　　業

　
「大阪エコ農産物」認証申請

　大阪エコ農産物（農薬・化学肥料を大
阪府の定めた基準の 5割以上削減した農
産物）の認証申請の受け付けを行います。
　申請書の作成、相談及び対象品目など
詳しくは、お問い合わせください。
［申請期限］�７ 月１７日（金）
◆問合せ
　南河内農と緑の総合事務所農の普及課
　　　　　　　☎25-1131（内線2６9）
　観光産業課　☎98-5521

　
爆音機の使用にご注意

　ブドウの収穫もそろそろ本格的な時期
を迎え有害鳥獣駆除のため爆音機を使用
されることも多くなります。
　早朝や夜間に爆音機を使用されますと
付近の住民の皆さんに迷惑となりますの
で、早朝や夜間は必ず爆音機を止めて頂
くなど、使用には十分注意してください。
◆問合せ
　観光産業課　☎98-5521

　
農薬の使用にご注意ください

　農薬は農地などで広く使用され、農作
業の省力化や、農作物の病害虫防除に役
に立っています。
　住宅などに接近する場所で、やむをえ
ず農薬を使用する場合は、周辺住宅への
周知や、飛散防止などに努めてください。
◆問合せ
　観光産業課　☎98-5521
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健　　康健　　康

　

公費での産婦健康診査の
受診が可能となりました

　出産後間もない時期のお母さんの体と
心の健康状態を確認するため、出産後 8
週までの産婦健康診査を公費で受けられ
るようになりました。
　公費での受診には、太子町産婦健康診
査受診券が必要になり、妊婦健康診査受
診券と同時に交付します。
［対 象 者］�
　受診日に太子町に住民登録があり、出
産後 8週以内の産婦
［受診時期］�
　出産後 ２週間前後と出産後 １か月前後
に各 １回
［受診方法］�
　太子町産婦健康診査受診券を、大阪府
内の委託医療機関、または、助産所に提
出し、受診してください。
　また、里帰り出産などの理由で、大阪
府内で産婦健診を受けられない場合、全
額実費でお支払頂き、受診された機関に
受診券の裏面の診察結果を記入してもら
い、その後、申請をしてください。後日、
産婦健診にかかった費用をお振込みしま
す。
［必要な書類］�
１ ．産婦健診に係る費用のわかる領収証
２．�産婦健診の受診が確認できるもの（母
子手帳など）

3．太子町産婦健康診査受診券
4．印かん
5．お振込先がわかる通帳など
［助 成 額］�産婦健診にかかった費用�

上限額：5,000円�
［助成回数］�２ 回
◆問合せ　健康増進課　☎98-5520

　

『こころほぐしの会』
（こころの健康相談会）
午前中は保育付きです
　この相談会では、臨床心理士があなた
の気持ちに寄り添いながら、仕事や家族、
子育ての悩みなどに関するこころの整理
のお手伝いをします。
　特に子育て中のママの利用が多く、利
用された人からは「イライラの原因がど
こにあるのか分かった」「話を聞いても
らえてよかった」などの声を頂いていま
す。
［と　き］�７ 月２２日（水）�

①午前１0時～�
②午前１１時～�
③午後 １時30分～�
④午後 ２時30分～

［ところ］�町立保健センター
［対　象］�町内在住・在勤の人
［内　容］�臨床心理士による悩み・不安

ストレス・うつなどの心理的
問題に対する個別相談

［参加費］�無料
［保　育］�①②の予約枠はお子さんの保

育も可能です
［申　込］�事前に電話でご予約ください
◆問合せ　健康増進課　☎98-5520

母子手帳の交付・妊娠届

消費者トラブル解決

　医療機関を受診して妊娠がわかったら町立保健センターで妊
娠届出書をご記入頂きます。妊娠届を出された人に母子手帳・
妊婦健診受診券などお渡しします。
　その際、保健師が妊婦さんの健康状態などをお伺いする面接
を行うとともに、今後のサービスなどの説明を １時間程度行い
ます。
　現在、新型コロナウイルス感染症対策として、妊婦さんにで
きるだけ他の人の少ない時間にお越し頂くため、予約制として
いますので、事前に連絡してください。
［と　き］
毎週月曜、金曜日　午後 １時～ 5時

　トイレが詰まり、電話帳で見つけた業
者に電話をして来てもらった。急いでい
たので料金などは電話で確認しなかっ
た。修理をしてもらったが、結局新しい
便器に交換することになり、作業が終
わった時点で「20万円」と言われた。
すでに作業も終わっていたので仕方なく
支払ったが、高額だと思う。
【ひとこと助言】
・�慌てて事業者を呼んでしまいがちです
が、複数社から見積もりを取って、作
業内容や料金をよく確認しましょう。

事前に出張や見積もりに掛かる料金の
有無を確認することも大切です。
・�急を要するトラブルに備え、安心して
依頼できる事業者の情報を日ごろから
集めておきましょう。水漏れの場合は、
自宅の止水栓の位置と締め方を確認し
ておくとよいでしょう。
・�困ったときは、富田林市消費生活セン
ターにご相談ください。

◆問合せ　
　富田林市消費生活センター
　☎25-1000（内線18６）

［ところ］
町立保健センター
［持ち物］
・�個人番号カード（お持ちでない場合は、通知カード、または、
住民票の写しが必要です）
・�本人確認のために、運転免許証などの顔写真つきの公的な証
明書１通、または、写真がない健康保険証などであれば２通
※�代理人が届出する場合は委任状が必要です。また、面接日な
どについて直接保健師から本人に連絡させて頂きますのでご
了承ください。

◆問合せ　健康増進課　☎98-5520

障がい者の出張相談窓口
　相談支援事業所の専任職員による出
張相談窓口を開設します。
　相談希望の人は、 ７月１0日（金）まで
にご予約ください。また、障がいのあ
る人やその家族が地域で安心して生活
できるよう、相談支援事業所で随時、
専任職員が相談に応じています。
［と　き］�７ 月１6日（木）�

午後 １時～ 3時
［ところ］役場庁舎 １階　相談室
◆問合せ　福祉課　☎98-5519

学校給食センター�……… ☎98-460７
　�………………………… ℻98-4609
教育委員会事務局�……… ☎98-5533
　�………………………… ℻98-4514
公民館�…………………… ☎98-5530
�…………………………… ℻98-5530
まちづくり観光交流センター� ☎98-5521
　（観光産業課） ℻98-4514
総合福祉センター�……… ☎98-1311
　（社会福祉協議会）� ℻98-2111
水道�……………………… ☎98-5536
　（太子水道センター）� ……… ℻98-51７5
板屋橋浄水場�…………… ☎98-553７
�…………………………… ℻98-4622
総合スポーツ公園�……… ☎98-5344
　（総合体育館）　　　� ℻98-5346
保健センター�…………… ☎98-5520
�…………………………… ℻98-3600
竹内街道歴史資料館�…… ☎98-3266
�…………………………… ℻98-32７9
消防署太子分署�………… ☎98-3299
�…………………………… ℻98-4599
病院紹介�………………… ☎23-9919
休日診療所�……………… ☎28-1333
富田林警察署�…………… ☎25-1234

火災・救急救助�………… ☎119

テレホン・メモ

2222



募　　集募　　集

　

ひとり親家庭のための就業支援講習会
受講生募集

　社福）大阪府母子寡婦福祉連合会では、
下記の講座の受講生を募集しています。
　往復ハガキに、希望の講座名と住所、
氏名、年齢、職業、電話番号、志望動機、
保育の有無（対象は ２歳から就学前まで）
を明記し、下記住所へお申込みください。
　なお、応募多数の場合は抽選になります。
○介護職員初任者研修
［と　き］��8 月30日～１２月 6 日の各日曜

日�
8 月２２日（土）及び令和 3年 １
月２3日（土）�
午前 ９時～午後 5時�
日曜コース�
（土曜日 ２回を含む）全１７回

［受講料］�１0,000円（教材費含む）
［ところ］�東大阪市男女共同参画セン

ター・イコーラム
※実習の 5回は未来カレッジ布施校。
※�8 月２２日（土）、令和 3年 １月２3日（土）
は大阪府立母子・父子福祉センター。

［定　員］�２0人
［申　込］�７ 月２２日（水）まで
※当日消印有効。
◆申込・問合せ
　�〒540-0012　大阪市中央区谷町 5 - 4 - 
13　大阪府谷町福祉センター内

　�大阪府母子家庭等就業・自立支援セン
ター　☎0６-６７６2-9498

　
創業支援セミナー参加募集

　町内で創業を考えている人を対象に、
創業に関するノウハウが無料で学べる、
「創業支援セミナー」を行います。
［と　き］�７ 月30日（木）�

8 月 6 日（木）�
8 月２0日（木）�
8 月２７日（木）�
午後 6時～午後 8時（全 4回）

［ところ］�富田林商工会館�
２ 階　会議室

［定　員］�２0人
◆問合せ　観光産業課　☎98-5521
　　　　　富田林市商工観光課　
　　　　　☎25-1000（内481）

　
大阪府警察官（巡査）採用

　大阪府警察官（巡査）の採用選考を行
います。
［と　　き］�
第一次選考　 ９月１９日（土）
［受験資格］�
令和 3年 3月3１日現在
１8歳以上33歳以下の人
［受付期間］�
●一般選考　
　インターネットのみの申込
　 �７ 月 １ 日（水）　午前 ９時～�
8 月 ７ 日（金）　午後 5時

●自己推薦による選考　
　郵送のみの申込【消印有効】
　 ７ 月 １ 日（水）～3１日（金）
◆問合せ
　大阪府警察官採用センター
　☎0120-3７0-314
　�https://www.police.pref.osaka.
lg.jp/

　
自衛官募集

《パイロット・ハイテク技術に挑戦》
★航空学生
　各種航空機のパイロットなどの養成。
　�入隊後約 6年で幹部に任官�
※最短の場合。

［応募資格］�
●海上自衛隊
　�日本国籍を有する高卒者（見込含）ま
たは、高専 3年次修了者（見込含）で
１8歳以上２3歳未満の人
●航空自衛隊
　�日本国籍を有する高卒者（見込含）、
または、高専 3年次修了者（見込含）で、
１8歳以上２１歳未満の人

［受付期間］�
７ 月 １ 日（水）～ ９月１0日（木）
［試 験 日］�
９ 月２２日（火・祝）
★一般曹候補生（非任期制）
　�陸・海・空の各部隊の中核となる「曹」
をめざす人のための制度です

［応募資格］�
日本国籍を有する１8歳以上33歳未満の人
［受付期間］�
７ 月 １ 日（水）～ ９月１0日（木）
［試験日］�

９ 月１8日（金）～２0日（日）
※上記期間のうち、 １日。
★自衛官候補生（任期制）
　�所要の教育を経て、3か月後に ２等陸・
海・空士に任用

［応募資格］�
日本国籍を有する１8歳以上33歳未満の人
［受付期間］�
年間をつうじて受け付けています。
※詳しくは、お問い合わせください。
◆問合せ
　自衛隊大阪地方協力本部
　富田林地域事務所　
　☎24-3７99
　FAX24-3999

　

大阪府立夕陽丘高等職業技術専門校
10月入校生募集

　就職に役立つ専門的な技術や知識を身
につけることができる無料の公共職業訓
練施設です。
　一般の人も障がいのある人も、一緒に
就職をめざしませんか。
　下記の日程で見学会、入校ガイダンス
を各科目で個別に行います。
　興味のある人は、事前に予約のうえ、
ぜひ、ご参加ください。
　詳しくは、お問い合わせください。
●�一般科目
　�（ビル設備管理科、ビルクリーニング
管理科、建築内装CAD科）
　［見学会］�
　 6 月１5日（月）～ ９月１5日（火）
　※土日、祝日を除く。
●障がいのある人を対象とした科目
・キャリアチャレンジ科
　（発達障がいのある人対象）
・ジョブステップ科
　（精神障がいのある人対象）
　［入校ガイダンス］�
　 ７ 月 １ 日（水）～ 8月 4日（火）
　※土日、祝日を除く。
・ワークアシスト科
　（知的障がいのある人対象）
　［入校ガイダンス］�
　 6 月 8 日（月）～ ９月１１日（金）
　※土日、祝日を除く。
◆問合せ
　大阪府立夕陽丘高等職業技術専門校
　☎0６-６７７６-9900
　�http://www.pref.osaka.lg.jp/
tc-yuhi/top-page/
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令和２年国勢調査員募集

「広報太子」は一部町会を除き、各戸配布をしています。毎月１日までに届かない場合は、配布業者へご連絡ください。
（株）ニュー・ナレッジ　☎ 0120-777-674　［受付時間］10：00 ～ 17：00

【国勢調査】
　10月１日現在を調査期日として、全国一斉に行います。
　日本国内に住む、すべての人・世帯が対象となる大規模な調査で、５年に１度行われます。

【国勢調査員】
　国勢調査に従事する調査員は、総務大臣から任命される非常勤の国家公務員です。任命期間は８月下旬～10
月下旬（予定）です。

［募集資格］
　次のすべての要件を満たしている人が対象となります。
・責任を持って調査事務を遂行できる満20歳以上の人
・調査により知り得た情報や秘密の保護を遵守できる人
・警察、選挙に直接関係のない人
・暴力団員、その他の反社会的勢力に該当しない人、または、暴力団（員）と密接な関係を有しない人

［業務内容］
・調査員説明会への出席　　・担当調査区の範囲と調査区内世帯の確認　
・調査票の記入依頼と配付（※対面ではなくインターフォンでの応対説明）　　・町への調査関係書類の提出

［報　　酬］
国の基準に基づき支給され、担当調査区数と世帯数により変わります。
・１調査区担当で35,000円程度　　・２調査区担当で70,000円程度
※�報酬については概算です。担当する世帯数によって変動します。１調査区当たりの世帯数は約50～100世帯
です。

［申　　込］
　７月17日（金）までに総務政策課窓口や太子町ホームページで配布する申込用紙、または、市販の履歴書に住
所、氏名、生年月日、電話番号、調査経験などを明記し、郵送、または、ご持参ください。
後日面談の上、調査員の登録を行います。
※持参は午前９時～午後５時30分受付（土、日曜日を除く）。
※郵送は７月17日（金）の消印有効。
※申込多数の場合は、調査を依頼できない場合があります。

［そ の 他］
　調査活動中の事故などの保障については「国家公務員災害補償法」が適用されます。健康保険、厚生年金保険、
雇用保険などの適用はありません。
◆申込・問合せ　〒583-8580　太子町大字山田88番地　総務政策課　☎98-5531
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広報

大阪府知事許可（特定建設業）第75383号　指定建設業（７業種の内）建築工事業　
　　　　　　　（一般建設業）第75383号　指定建設業（７業種の内）土木工事業　　　　　 　
　　　　　　　【取得資格】１級建築施工管理技士 ２級土木施工管理技士

〒583-0991 大阪府南河内郡太子町春日175番地　　　　　 【工務店の責務】 
　　　　　　 TEL　0721-89-2027　FAX　0721-98-3555　 ・適切な品質（品質管理）
　　　　　　 E-mail　tkiyoshi@mvj.biglobe.ne.jp　　　　　 ・適切な工期（行程管理）　
　瑕疵担保責任届出事業者（ハウスプラス住宅保証）　　　　 ・適切な価格（原価管理）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ・安全な工事（安全管理）

◆入居対象者
　・ご夫婦　　・ごきょうだい　　・親子　
　　※どちらか一方が60歳以上で可
◆居室の設備　（36.0㎡）　
　洋室　ミニキッチン　トイレ　洗面台　緊急通報
◆共有設備
　浴室　談話室　洗濯室　食堂
　◆その他
　　同じ建物内に特別養護老人ホーム　短期入所生活介護
　　通所介護　訪問介護　ケアプランセンター
　　美野の里付属診療所　別棟にグループホーム

ケアハウス（軽費老人ホーム）美野の里の空室ご案内
現在二人部屋が1室空いています。

◆提供できるサービス
　食事の提供　入浴の準備  生活相談　
　健康管理　緊急時の対応など
◆費用
　・生活費（食費他）　　　・事務費（ご本人の収入に応じた額）
　・管理費（家賃相当分）　・光熱費
　　※いずれも国が基本となる金額を定めています。

　◎所在地　南河内郡太子町山田２５５０番地
　　　　　　社会福祉法人　長生会　　　ケアハウス美野の里
　　問合せ先　　☎　０７２１－９８－４１６５　　担当　杉田
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